
別添資料１ 本ガイドライン【画面例８】の問題点

定期購入であるにもかかわらず、
注文内容として初回分のみの表示
すべきではない。これが誤認の原
因となっている。

初回分の注文内容と２回目以降の
契約条件とを分離する表示（及び
文字サイズが小さい）を許容する
内容となっている。



別添資料２ 本ガイドライン【画面例９】の問題点

定期購入であるにもかかわらず、
請求金額として初回分の注文内容のみ
表示すべきではない。これが誤認の原
因となっている。

【画面例８】と相まって、初回分の注
文内容の表示からよほど離れた場所に
表示されていなければ、注意書きのよ
うな形式（かつ、小さい文字サイズ）
で表示することを容認する趣旨と捉え
られてしまっている。



別添資料３ 解約の申し出がない限り自動継続となる場合及び解約した場合に遡及的に割引の適用が消滅する
場合の表示例

商品名
自動継続購入コース

●●自動継続購入 備考
※お客様からの解約の申し出がない限
り自動継続購入となります。
※解約の申し入れは解約月の１０日ま
でに行ってください。

商品単価 （初回） 1,100円（税込） 初回（月）分
※２回目（２ヶ月目）以降の購入がな
い場合、初回割引の適用はなくなり、
3,300円（税込）となります

商品単価（２回目以降） 3,300円（税込） ２回目（２か月目）以降解約月までの
各回分

送料 500円 毎回（毎月）発生します。



別添資料４ 解約の申し出がない限り自動継続となる場合に、自動継続後一定期間の合計額も記載する表示例

商品名
自動継続購入コース

●●自動継続購入 備考
※お客様からの解約の申し出がない限
り自動継続購入となります。
※解約の申し入れは解約月の１０日ま
でに行ってください。

商品単価 （初回） 1,100円（税込） 初回（月）分
※２回目（２ヶ月目）以降の購入がな
い場合、初回割引の適用はなくなり、
3,300円（税込）となります

商品単価（２回目以降） 3,300円（税込） ２回目（２か月目）以降解約月までの
各回分

送料 500円 毎回（毎月》発生します

（例）５カ月継続購入さ
れた場合の総額

16,800円（税込） 初回1,100円、2～5回目3,300円×4、
送料500円×5



別添資料５ 中途解約の条件が存在し、解約した場合に遡及的に割引の適用が消滅する場合の表示例

商品名
定期購入コース

●●定期購入コース
（5ヶ月定期購入）

備考
※途中解約は３回目（３ヶ月目）の購
入後に可能となります。
※解約の申し出は解約月の１０日まで
に行ってください。

商品単価 1,100円（税込） 初回（月）分
途中解約した場合、初回割引の適用は
なくなり、3,300円（税込）となります。

3,300円（税込） ２回目～５回目の各回分

送料 2,500円 ５回分合計額

総額 16,800円（税込）


